
 

別表二十付表四の記載の仕方 
 

１ この明細書は、内国法人が法第82条の２第１項((((

国際最低課税額｠の規定の適用を受ける場合におい

て、同項各号に掲げる構成会社等（法第82条第13号に

規定する構成会社等をいいます。２及び３において

同じです。）又は共同支配会社等（法第82条第15号に

規定する共同支配会社等をいいます。３において同

じです。）に係る同項に規定する会社等別国際最低課

税額（次に掲げる金額に係る部分に限ります。）があ

るときに記載します。 

⑴ 令第155条の36第１項第１号ロ、第２号ロ及び第

３号ロ((((会社等別国際最低課税額の計算｠並びに

法第82条の２第２項第４号ハ、第５号ロ及び第６

号ロに掲げる金額 

⑵ 令第155条の36第１項第７号ロ、第８号ロ及び第

９号ロ並びに法第82条の２第４項第４号ハ、第５

号ロ及び第６号ロに掲げる金額 

２ 「帰属割合９」の欄は、構成会社等が法第82条の２

第１項第２号イに掲げる恒久的施設等（法第82条第

６号に規定する恒久的施設等をいいます。３におい

て同じです。）に該当する場合には、「100」と記載

します。 

 

３ 「⑽のうち他の構成会社等に帰せられる部分の金

額11」の欄は、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ

次に定める金額を記載します。 

⑴ 構成会社等が法第82条の２第１項第１号ロに掲

げる構成会社等に該当する場合 「⑹－⑺８」の

金額に令第155条の37第３項第２号((((帰属割合の

計算等｠に定める割合を乗じて計算した金額 

⑵ 構成会社等が法第82条の２第１項第２号ハ又は

ニに掲げる恒久的施設等に該当する場合 「⑹－

⑺８」の金額に令第155条の37第５項又は第６項に

規定する割合を乗じて計算した金額 

⑶ 共同支配会社等が法第82条の２第１項第３号ロ

に掲げる共同支配会社等に該当する場合 「⑹－

⑺８」の金額に令第155条の37第９項において準用

する同条第３項第２号に定める割合を乗じて計算

した金額 

⑷ 共同支配会社等が法第82条の２第１項第４号ロ

に掲げる恒久的施設等に該当する場合 「⑹－⑺

８」の金額に令第155条の37第11項において準用す

る同条第６項に規定する割合を乗じて計算した金

額

 

 


